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一 

 



 

四 

中
国
や
フ
ラ
ン
ス
の
核
実
験
に
対
し
、
日
本
政
府
は
抗
議
し
、
遺
憾
の
意
を
表
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
と
、
核
保
有

国
の
留
学
生
に
日
本
の
軍
事
技
術
を
教
授
す
る
こ
と
と
は
矛
盾
し
は
し
な
い
か
、
ど
う
か
。 

平
成
九
年
六
月
六
日
、
内
閣
衆
質
一
四
〇
第
二
六
号
の
答
弁
書
に
お
い
て
、
質
問
事
項
に
対
す
る
正
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
、
明
ら
か
な
答
弁
漏
れ
が
存
在
す
る
の
で
、
以
下
再
質
問
す
る
。 

三 

核
保
有
国
の
留
学
生
を
自
衛
隊
法
百
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
受
託
す
る
こ
と
は
日
本
国
憲
法
お
よ
び
非
核
三
原
則
の
理

念
に
反
す
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
質
問
す
る
。 

一 

1 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
つ
い
て
、
民
主
主
義
国
家
で
あ
る
と
政
府
は
判
断
し
て
い
る
か

質
問
す
る
。 

二 

1 

こ
れ
ら
三
国
か
ら
の
受
託
留
学
生
が
日
本
の
軍
事
理
論
や
技
術
を
国
際
平
和
お
よ
び
彼
の
国
民
の
利
益
の
た
め
正
当

に
行
使
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
か
質
問
す
る
。 

2 

そ
の
認
識
と
根
拠
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

2 

ま
た
、
そ
の
判
断
の
基
準
な
ら
び
に
理
由
は
何
か
、
質
問
す
る
。 
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四 

右
質
問
す
る
。 


